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(57)【要約】
【課題】音声下入力装置、インパルス処理コンポーネン
ト、および情報管理システムを含む医療ワークフローシ
ステムを提供する。
【解決手段】音声下入力装置は、ユーザの神経インパル
スを検知することが可能である。インパルス処理コンポ
ーネントは、音声下入力装置と通信している。インパル
ス処理コンポーネントは、神経インパルスを、ディクテ
ーションデータおよび／またはコマンドとして解釈する
ことが可能である。情報管理システムは、インパルス処
理コンポーネントと通信している。情報管理システムは
、インパルス処理コンポーネントからのディクテーショ
ンデータおよび／またはコマンドを処理することが可能
である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザの神経インパルスを検知することが可能な音声下入力装置と、
　前記音声下入力装置と通信していて、前記神経インパルスを、ディクテーションデータ
およびコマンドの少なくとも一方として解釈することが可能なインパルス処理コンポーネ
ントと、
　前記インパルス処理コンポーネントと通信していて、前記インパルス処理コンポーネン
トからの前記ディクテーションデータおよび前記コマンドの少なくとも一方を処理するこ
とが可能な情報管理システムと、を含む医療ワークフローシステム。
【請求項２】
前記情報管理システムと通信していて、前記情報管理システムからの医療画像を前記ユー
ザに提示することが可能なディスプレイをさらに含む、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記ディスプレイは、タッチスクリーンディスプレイである、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
前記ユーザは、前記ディスプレイに提示された前記医療画像の一部分を選択する、請求項
２記載のシステム。
【請求項５】
前記選択された部分は、前記情報管理システムで受け取られたディクテーションデータに
関連付けられる、請求項４記載のシステム。
【請求項６】
前記コマンドは、画像データ内の関心部分を選択することを可能にする、請求項１記載の
システム。
【請求項７】
前記ディクテーションデータは、画像に関連付けられる、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
前記情報管理システムは、前記インパルス処理コンポーネントから受け取ったディクテー
ションデータを保存する、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
前記情報管理システムは、前記インパルス処理コンポーネントから受け取った前記コマン
ドを処理する、請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
臨床環境のワークフローを容易にする方法であって、
　音声下センサから神経信号データを取得するステップと、
　神経信号処理コンポーネントにより、前記神経信号データをセンサデータに関連付ける
ステップと、
　情報管理システムにより、センサデータを処理するステップと、を含む方法。
【請求項１１】
前記神経信号データに対して音声認識を実行するステップをさらに含む、請求項１０記載
の方法。
【請求項１２】
ユーザが声に出して話した可聴データを前記音声下センサで取得するステップをさらにを
含む、請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
前記可聴データに対して音声認識を実行するステップをさらに含む、請求項１２記載の方
法。
【請求項１４】
前記関連付けるステップは、前記可聴データに少なくとも部分的に基づく、請求項１２記
載の方法。
【請求項１５】
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ユーザからの不可聴入力を取得することが可能であって、前記ユーザからの可聴入力を取
得することが可能である音声下処理装置と、
　前記音声下処理装置と通信していて、前記音声下処理装置からのコマンドを処理するこ
とが可能な情報管理システムと、を含む音声コマンドシステム。
【請求項１６】
前記音声下処理装置は、１つまたは複数の神経インパルスセンサを含む、請求項１５記載
のシステム。
【請求項１７】
前記コマンドは、ディクテーションデータおよび制御コマンドの少なくとも一方である、
請求項１５記載のシステム。
【請求項１８】
前記音声下処理装置は、取得された不可聴入力および取得された可聴入力のうちの少なく
とも一方に少なくとも部分的に基づいて、前記コマンドを生成する、請求項１５記載のシ
ステム。
【請求項１９】
前記コマンドは、周囲ノイズレベルに少なくとも部分的に基づいて生成される、請求項１
８記載のシステム。
【請求項２０】
前記コマンドは、取得された不可聴入力および取得された可聴入力のうちの少なくとも一
方に対して実行された音声認識処理の結果に少なくとも部分的に基づいて生成される、請
求項１８記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として、改良された臨床ワークフローに関する。特に、本発明は、放射線
医療のディクテーションおよびユーザインターフェース（ＵＩ）コマンドにおける音声下
対話のシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　臨床または医療の環境は、混雑していて、要求の厳しい環境であり、イメージングシス
テム、データストレージシステム、および他の、医療環境で使用される機器が、整理され
、使いやすくなれば、恩恵が得られるであろう。病院や診療所のような医療環境は、非常
に数多くの専門家、患者、および機器を包含する。医療施設の職員は、上質のサービスを
患者に提供するために、複数の患者、システム、および作業を管理しなければならない。
医療職員は、そのワークフローにおいて、多くの困難または障害に遭遇する可能性がある
。
【０００３】
　病院のような医療または臨床の環境では、職員および患者の数が多いために、（たとえ
ば、検査、処置、診察、または照会のために）他の医療職員に連絡をとろうとするときに
、混乱や遅延が発生する可能性がある。他の医療職員への連絡が遅れると、患者が傷害の
悪化または死に至るおそれがある。さらに、臨床環境における様々な、注意をそらすもの
が、しばしば、医療職員を邪魔したり、医療職員の作業の実施を妨げたりする可能性があ
る。さらに、放射線作業空間のような作業空間は、たとえば、各種モニタ、データ入力装
置、データストレージ装置、通信装置などで乱雑になる可能性がある。乱雑な作業空間は
、混乱や遅延の原因になるおそれがある。さらに、乱雑であることは、患者に対するワー
クフローおよびサービスの効率を低下させる可能性があり、それが、患者の健康および安
全に影響を及ぼしたり、医療施設の不利点になったりする可能性がある。
【０００４】
　典型的な医療施設では、データの入力およびアクセスも面倒である。音声書き起こしま
たはディクテーション（口述筆記）は、典型的には、キーボードのタイピング、書き起こ
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しサービスへの電話、マイクの使用、ディクタホンの使用、またはパーソナルコンピュー
タにおけるデジタル音声認識ソフトウェアの使用によって行われる。そのようなディクテ
ーション方法は、開業医がコンピュータの前に座るか、電話を使用することを必要とする
が、これは、たとえば、手術中であれば非現実的であろう。このように、すでに混雑して
いる環境に置かれていて、日常の作業を実施するために使用される、多数の異なる装置を
管理することは、医療職員にとって困難である。
【０００５】
　キーボード、コンピュータのマウス装置、イメージングプローブ、外科手術用機材など
の複数の装置との数多くの対話を必要とする医療環境では、反復動作障害がしばしば起こ
る。反復動作損傷を最小限に抑えるために、反復動作を減らすシステムおよび方法が強く
望まれる。
【０００６】
　音声認識ソフトウェアを利用するシステムが、反復動作障害を減らすことが可能である
が、別の面倒な問題を、たとえば、データ入力およびディクテーションにもたらす可能性
がある。たとえば、放射線医療における音声ディクテーションの精度は、医療ミス全体に
影響する。読取室環境のノイズが大きければ、外乱になり、ディクテーション精度が最適
でなくなる。さらに、音声認識ソフトウェアに必要な音声トレーニングは、時間がかかり
、常に正確というわけではない。この不正確さの一因は、その環境のノイズである。速さ
、マイク較正、アクセント、方言などの他の要因もすべて、ディクテーション精度に影響
する。
【０００７】
　病院や診療所のような医療環境は、病院情報システム（ＨＩＳ）や放射線情報システム
（ＲＩＳ）のような情報管理システムまたは臨床情報システム、および医用画像保管通信
システム（ＰＡＣＳ）のようなストレージシステムを含む。保存される情報としては、た
とえば、患者医療履歴、イメージングデータ、検査結果、診断情報、管理情報、および／
またはスケジュール情報などが考えられる。これらの情報は、集中保存されてもよく、複
数の場所に分割して保存されてもよい。開業医は、医療ワークフローの様々な時点で患者
情報または他の情報にアクセスすることが必要になるであろう。たとえば、外科手術中の
医療職員が、医療情報システムに保存されている患者情報（患者の組織の画像など）にア
クセスすることが可能である。代替として、医療職員が、医療処置の継続中に、新しい情
報（履歴情報、診断情報、処置情報など）を医療情報システムに入力することが可能であ
る。
【０００８】
　ＰＡＣＳは、医療診断イメージング装置に接続され、（収集装置とＰＡＣＳとの間の）
収集ゲートウェイ、保存および長期保存装置、表示ワークステーション、データベース、
および先進的なデータプロセッサを用いることが可能である。これらのコンポーネントは
、通信ネットワークおよびデータ管理システムによって一体化される。一般に、ＰＡＣＳ
の包括的な目標は、医療作業を合理化し、分散型の遠隔検査および遠隔診断を容易にし、
患者のケアを改善することである。
【０００９】
　ＰＡＣＳシステムの典型的な用途は、医療専門家による検査のために、１つまたは複数
の医療画像を提供することである。たとえば、ＰＡＣＳシステムは、放射線専門医が診断
検査を実施する対象の画像が表示される表示ワークステーションに、Ｘ線画像一式を提供
することが可能である。放射線専門医は、これらの画像の表示に基づいて、診断を下すこ
とが可能である。たとえば、放射線専門医は、患者の肺のＸ線画像において、腫瘍や損傷
があると診断することが可能である。
【００１０】
　ＰＡＣＳのような現在の情報システムでは、キーボードおよび／またはマウスを有する
ローカルコンピュータ端末を用いて、情報の入力や検索が行われる。医療処置中、または
医療ワークフローにおける他の時点においては、キーボード、マウス、または同様の装置
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を（たとえば、別の部屋で）物理的に使用することは、非現実的であり、かつ／または不
衛生である（すなわち、個々の滅菌野の保全性の侵害である）。ローカルコンピュータ端
末を使用した後に再消毒することは、たとえば、手術室にいる医療職員にとっては、しば
しば非現実であり、そうしなければならないとしたら、医療職員は、医療情報システムに
アクセスすることが億劫になるであろう。したがって、ワークフローを改善し、滅菌野を
保全するために、物理的にさわらずに医療情報システムにアクセスできるようにするシス
テムおよび方法が強く望まれるであろう。
【００１１】
　ＰＡＣＳは、構成および操作が複雑である。さらに、ＰＡＣＳを使用するには、トレー
ニングおよび準備が必要であるが、これはユーザによって異なる場合がある。したがって
、ＰＡＣＳの操作を容易にするシステムおよび方法が強く望まれるであろう。ＰＡＣＳの
使いやすさおよび自動化を推進するシステムおよび方法が必要とされている。
【００１２】
　コンピュータ断層撮影（「ＣＴ」）検査では、患者の身体の広い断面をスキャンして得
られる画像を用いる場合がある。たとえば、胸郭／腹腔／骨盤腔ＣＴ検査では、複数の異
なる組織の１つまたは複数の画像を用いる。しかしながら、各組織は、ウィンドウレベル
設定を様々にすると、視認性が高まるであろう。
【００１３】
　検査結果の分析過程では、放射線専門医および／または他の医療職員は、報告書を作成
する手順として、画像所見を書き留めておきたいであろう。構造化された報告書の場合、
放射線専門医は、データを入力する手順がとても面倒であると感じている。すなわち、１
つの検査手順に関連する、可能な所見が非常に多いために、それらの所見を、何らかの階
層構造に分類する必要がある。多数の階層レベルおよび選択肢は、放射線専門医による膨
大な手動操作を必要とする。
【００１４】
　たとえば、胸郭／腹腔／骨盤腔ＣＴ検査では、肝臓、膵臓、胃などの画像を用いる場合
がある。放射線専門医は、肝臓に関連する所見を入力しようとした場合、まず、ＧＵＩに
表示されている選択肢の階層を行き来しなければならず、それから所望の所見を識別する
ことができる。
【００１５】
　放射線専門医の数が少なくなり、画像の枚数が増えると（たとえば、６４枚のＣＴ検査
結果）、放射線専門医の作業量は飛躍的に増える。コンピュータとの対話の従来の方法（
たとえば、キーボード、マウスなど）は、放射線専門医のワークフローを考慮していない
。手根管、肘部管、反復性首凝り、眼精疲労などの反復ストレス損傷に苦しむ放射線専門
医が増えている。音声認識は、前掲の要因のために、このワークフローの効率の改善に寄
与していない。
【００１６】
　音声下言語は、聴覚下（無声）言語である。人が声を出さずに独白したり黙読したりす
るときは、生体信号が脳から送られる。これは、顔を実際に動かさずに独白または黙読し
た場合でも起こる。実際には、音声下システムを用いると、人が言葉を考え、他者に聞こ
えないほど静かに独白しても、声帯および舌は、脳から音声信号を受け取る。
【００１７】
　音声下言語システムは、神経インパルスを検知するセンサを利用する。このセンサは、
たとえば、ユーザのあごおよび／またはのどの付近に設置されることが可能である。そし
て、信号は、処理されて、特定の言葉または音にマッピングされることが可能である。状
況によっては、最大９９％の認識精度が達成されている。
【特許文献１】欧州特許出願公開ＥＰ１１８４７８２Ａ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
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　そこで、反復動作損傷を最小限に抑えるために、反復動作を減らすシステムおよび方法
が必要とされている。さらに、ノイズが大きい臨床または医療の環境で動作するシステム
および方法が必要とされている。さらに、臨床または医療の環境における、ユーザと情報
管理システムとの対話、およびワークフローを改善するシステムおよび方法が必要とされ
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明のいくつかの実施形態は、音声下入力装置、インパルス処理コンポーネント、お
よび情報管理システムを含む医療ワークフローシステムを提供する。音声下入力装置は、
ユーザの神経インパルスを検知することが可能である。インパルス処理コンポーネントは
、音声下入力装置と通信している。インパルス処理コンポーネントは、神経インパルスを
、ディクテーションデータおよび／またはコマンドとして解釈することが可能である。情
報管理システムは、インパルス処理コンポーネントと通信している。一実施形態では、情
報管理システムは、インパルス処理コンポーネントからディクテーションデータおよび／
またはコマンドを受け取ることが可能である。一実施形態では、情報管理システムは、イ
ンパルス処理コンポーネントからのディクテーションデータおよび／またはコマンドを処
理することが可能である。一実施形態では、本システムは、ディスプレイも含む。ディス
プレイは、情報管理システムと通信している。ディスプレイは、情報管理システムからの
医療画像をユーザに提示することが可能である。一実施形態では、ディスプレイは、タッ
チスクリーンディスプレイである。一実施形態では、ユーザは、ディスプレイに提示され
た医療画像の一部分を選択する。一実施形態では、選択された部分は、情報管理システム
で受け取られたディクテーションデータに関連付けられている。一実施形態では、コマン
ドは、画像データの関心部分の選択を可能にする。一実施形態では、ディクテーションデ
ータは、画像に関連付けられている。一実施形態では、情報管理システムは、インパルス
処理コンポーネントから受け取ったディクテーションデータを保存する。一実施形態では
、情報管理システムは、インパルス処理コンポーネントから受け取ったコマンドを処理す
る。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施形態は、音声下センサから神経信号データを取得するステップ
と、神経信号処理コンポーネントにより、その神経信号データをセンサデータに関連付け
るステップと、情報管理システムにより、センサデータを処理するステップと、を含む、
臨床環境のワークフローを容易にする方法を提供する。一実施形態では、本方法はさらに
、神経信号データに対する音声認識を実行するステップを含む。一実施形態では、本方法
はさらに、ユーザが声に出して話した可聴データを音声下センサで取得するステップを含
む。一実施形態では、本方法はさらに、可聴データに対する音声認識を実行するステップ
を含む。一実施形態では、関連付けるステップは、可聴データに、少なくとも部分的に基
づく。
【００２１】
　本発明のいくつかの実施形態は、音声下処理装置および情報管理システムを含む音声コ
マンドシステムを提供する。音声下処理装置は、ユーザからの不可聴入力を取得すること
が可能である。音声下処理装置は、ユーザからの可聴入力を取得することが可能である。
情報管理システムは、音声下処理装置と通信している。一実施形態では、情報管理システ
ムは、音声下処理装置からのコマンドを受け取ることが可能である。一実施形態では、情
報管理システムは、音声下処理装置からのコマンドを処理することが可能である。一実施
形態では、音声下処理装置は、１つまたは複数の神経インパルスセンサを含む。一実施形
態では、コマンドは、ディクテーションデータおよび／または制御コマンドである。一実
施形態では、音声下処理装置は、取得された不可聴入力および／または取得された可聴入
力に、少なくとも部分的に基づいて、コマンドを生成する。一実施形態では、周囲ノイズ
レベルに少なくとも部分的に基づいて、コマンドが生成される。一実施形態では、取得さ
れた不可聴入力および／または取得された可聴入力に対して実行される音声認識処理に少
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なくとも部分的に基づいて、コマンドが生成される。一実施形態では、情報管理装置は、
音声下処理装置からのコマンドに応答する。
【００２２】
　上述の要約、ならびに以下の、本発明のいくつかの実施形態の詳細説明は、添付図面と
併せて読まれると、よりよく理解されよう。図面には、本発明を例示する目的で、いくつ
かの実施形態が示されている。しかしながら、本発明は、添付図面に示された装置および
手段に限定されないことを理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明の一実施形態に従って使用される音声下入力器具１００を示す。音声下
入力器具１００は、１つまたは複数のセンサ１２０を含む。センサ１２０は、ユーザ１１
０に接して、またはユーザ１１０のそばに位置することが可能である。たとえば、センサ
１２０は、ユーザ１１０のあご、舌、のど、および／または喉頭、あるいはそれらのそば
に配置されることが可能である。センサ１２０は、電極であってよい。センサ１２０は、
接触センサ、ドライセンサ、無線センサ、および／または容量センサの少なくとも１つで
あってよい。音声下入力器具１００は、処理コンポーネント（図示せず）を含むことが可
能である。センサ１２０は、その処理コンポーネントと通信することが可能である。
【００２４】
　センサ１２０は、ユーザ１１０内の神経インパルスを検知することが可能であってよい
。たとえば、センサ１２０は、ユーザの音声下言語から神経インパルスを検知することが
可能である。センサ１２０は、神経信号データを生成することが可能であってよい。神経
信号データは、検知された神経インパルスを表現することが可能である。神経信号データ
は、神経インパルスに、少なくとも部分的に基づくことが可能である。
【００２５】
　処理コンポーネントは、センサ１２０によって検知された神経インパルスを解釈するこ
とが可能であってよい。たとえば、処理コンポーネントは、神経インパルスを、ディクテ
ーションデータおよび／またはコマンドとして解釈することが可能である。コマンドは、
たとえば、「次の画像」、「前の画像」、「ズームイン」、「ズームアウト」、「ユーザ
を変更」、「範囲を選択」などのユーザインターフェースコマンドであってよい。
【００２６】
　稼働時には、１つまたは複数のセンサ１２０が、ユーザ１１０に接して、またはユーザ
１１０のそばに位置することが可能である。一実施形態では、センサ１２０は、ユーザ１
１０内の神経インパルスを、区別して取り込むことが可能である。このインパルスは、た
とえば、あるセンサ１２０と別のセンサ１２０とで受け取られた信号の差に基づいて、取
り込まれたり、検知されたりすることが可能である。
【００２７】
　一実施形態では、神経インパルスは、インパルス信号を行列に変換することによって処
理されることが可能である。この行列は、たとえば、ウェーブレット係数の行列であって
よい。一実施形態では、ウェーブレット変換を用いて係数のベクトルが作成される。ウェ
ーブレットは、たとえば、Ｄｕａｌ－Ｔｒｅｅウェーブレット変換または他のウェーブレ
ット変換であってよい。
【００２８】
　一実施形態では、神経インパルスおよび／または係数行列は、ニューラルネットを用い
て処理されることが可能である。ニューラルネットは、入力を分類することにより、その
入力を特定パターンに関連付けることが可能である。たとえば、ニューラルネットは、係
数行列を入力として取得し、その行列で表される信号にパターンを関連付けることが可能
である。別の例として、その行列で表される信号を、たとえば、ディクテーションデータ
またはコマンドに関連付けることが可能である。ニューラルネットは、たとえば、信号パ
ターンと、コマンド、言葉、文字、および／またはディクテーションデータとの間の数学
的関係を決定するようにトレーニングされることが可能である。コマンドは、たとえば、
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「ズームイン」、「ズームアウト」、「次の画像」、「範囲を選択」などのユーザインタ
ーフェースコマンドであってよい。そのようなトレーニングにより、ニューラルネットは
、これまでに学習した関連付けに基づいて、後続の入力をマッピングすることが可能にな
る。これにより、音声下入力器具１００は、たとえば、音声下言語の速さ、アクセント、
および／または方言などに関係なく、システムをトレーニングしていない可能性のあるユ
ーザからの音声下入力を正しく解釈することが可能になる。
【００２９】
　一実施形態では、増幅器を用いて神経信号を増強することが可能である。一実施形態で
は、たとえば、ノイズおよび／または他の外乱を除去するように信号を処理することが可
能である。ノイズとしては、周囲ノイズが考えられる。ノイズは、たとえば、センサ１２
０に影響する、電気的かつ／または磁気的な外乱でありうる。
【００３０】
　音声下入力は、ユーザから発せられる可聴言語の検知を必要としないため、たとえば、
ノイズの多い読取室のような、ノイズの多い環境で使用されることが可能である。すなわ
ち、音声下入力は、ユーザを取り巻く周囲ノイズの影響が小さいことが可能である。さら
に、音声下入力は、ユーザから発せられる可聴言語の検知を必要としないため、音声下言
語の内容に関してプライバシが守られることが可能である。たとえば、他の活動が行われ
ている部屋で、医師が、患者に関するデリケートな、かつ／または秘密の情報を、他者に
聞かれることなく、口述することが可能である。
【００３１】
　図２は、本発明の一実施形態に従って使用される医療ワークフローシステム２００を示
す。システム２００は、音声下入力装置２１０と、インパルス処理コンポーネント２２０
と、情報管理システム２３０とを含む。音声下入力装置２１０は、インパルス処理コンポ
ーネント２２０と通信している。情報管理システム２３０は、インパルス処理コンポーネ
ント２２０と通信している。システム２００は、たとえば、様々な形態で、統合されても
、かつ／または分離されてもよい。システム２００は、たとえば、ソフトウェア、ハード
ウェア、および／またはファームウェアのかたちで実装可能である。
【００３２】
　音声下入力装置２１０は、たとえば、音声下センサを含むことが可能である。音声下セ
ンサは、たとえば、前述のセンサ１２０および／または音声下入力器具１００と同様であ
るか、それらを含むか、かつ／または、それらの一部であってよい。音声下入力装置２１
０は、ユーザの神経インパルスを検知することが可能であってよい。
【００３３】
　インパルス処理コンポーネント２２０は、神経インパルスを解釈することが可能であっ
てよい。たとえば、インパルス処理コンポーネント２２０は、神経インパルスデータを受
け取り、これをコマンドに関連付けることが可能であってよい。コマンドは、たとえば、
ユーザインターフェースコマンドであってよい。ユーザインターフェースコマンドは、た
とえば、「次の画像」、「前の画像」、「範囲を選択」、「ズームイン」などであってよ
い。別の例として、インパルス処理コンポーネント２２０は、１つまたは複数の神経イン
パルスを表す信号またはデータを受け取り、これをディクテーションデータとして解釈す
ることが可能であってよい。インパルス処理コンポーネント２２０は、神経インパルスデ
ータを処理することが可能であってよい。たとえば、インパルス処理コンポーネント２２
０は、音声下入力装置２１０から受け取った神経インパルスデータに対して音声認識を実
行して、そのデータをコマンドに関連付けることが可能である。
【００３４】
　情報管理システム２３０は、たとえば、病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報シス
テム（ＲＩＳ）、および／または医用画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）を含んでよい。
保存される情報としては、たとえば、患者医療履歴、イメージングデータ、検査結果、診
断情報、管理情報、および／またはスケジュール情報などが考えられる。これらの情報は
、集中保存されてもよく、複数の場所に分割して保存されてもよい。情報管理システム２
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３０は、たとえば、インパルス処理コンポーネント２２０からメッセージを受け取ること
が可能であってよい。情報管理システム２３０は、たとえば、インパルス処理コンポーネ
ント２２０からのメッセージを処理することが可能であってよい。メッセージは、たとえ
ば、ディクテーションデータおよび／またはコマンドであってよい。たとえば、インパル
ス処理コンポーネント２２０は、ディクテーションデータを、患者の医療記録への保存の
ために、情報管理システム２３０に伝達することが可能である。
【００３５】
　一実施形態では、システム２００は、ディスプレイを含んでよい。ディスプレイは、情
報管理システム２３０と通信していることが可能である。ディスプレイは、医療画像を表
示することが可能であってよい。医療画像は、たとえば、情報管理システム２３０から伝
達されたり、かつ／または、情報管理システム２３０に保存されたりすることが可能であ
る。たとえば、ディスプレイは、ＰＡＣＳに保存されているＸ線画像を表示することが可
能である。一実施形態では、ディスプレイは、タッチスクリーンディスプレイである。
【００３６】
　稼働時には、音声下入力装置２１０は、ユーザの神経インパルスを検知することが可能
である。たとえば、音声下入力装置２１０は、前述のものと同様の音声下センサに部分的
に基づいて、ユーザの音声下言語を検知することが可能である。音声下入力装置２１０は
、神経インパルスおよび／または神経インパルスを表すデータを、インパルス処理コンポ
ーネント２２０に伝達することが可能である。
【００３７】
　インパルス処理コンポーネント２２０は、神経インパルスおよび／または神経インパル
スを表すデータを、たとえば、ディクテーションデータおよび／またはコマンドとして解
釈することが可能である。たとえば、インパルス処理コンポーネント２２０は、神経イン
パルスの処理を実行して、その神経インパルスを制御コマンドに関連付けることが可能で
ある。別の例として、インパルス処理コンポーネント２２０は、神経インパルスを表すデ
ータに対して音声認識処理を実行して、そのインパルスをディクテーションデータとして
解釈すること、および／またはディクテーションデータを含むメッセージを生成すること
が可能である。
【００３８】
　情報管理システム２３０は、たとえば、音声下処理装置３１０からのコマンドを処理し
たり、受領確認したり、保存したり、かつ／またはコマンドに応答したりすることが可能
である。たとえば、情報管理システム２３０は、インパルス処理コンポーネント２２０か
らのディクテーションデータを保存することが可能である。別の例として、情報管理シス
テム２３０は、インパルス処理コンポーネント２２０からのコマンドを処理することが可
能である。たとえば、情報管理システムは、ユーザが音声下言語を発したときに生成され
たコマンドに応答して、表示されている画像を拡大することが可能である。
【００３９】
　一実施形態では、ユーザは、ディスプレイに提示された医療画像の一部分を選択するこ
とが可能である。たとえば、ユーザは、入力装置を用いて、選択する画像部分を指定する
ことが可能である。別の例として、ユーザは、画像の一部を、タッチスクリーンディスプ
レイ上でポイントして選択することが可能である。別の例として、ユーザは、音声下言語
を発することにより、画像の関心部分を選択するコマンドを生成することが可能である。
【００４０】
　一実施形態では、ディクテーションデータは、画像に関連付けられることが可能である
。たとえば、情報管理システム２３０は、画像とディクテーションデータとの間のリンク
または関連付けを保存することが可能である。別の例として、放射線専門医が、Ｘ線画像
を判読しながらコメントを音声下で口述し、それらのコメントを情報管理システム２３０
内の画像に関連付け、別のユーザが、その画像を精査する際にそのコメントにアクセスで
きるようにすることが可能である。
【００４１】
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　一実施形態では、画像の選択された部分を、たとえば、ディクテーションデータに関連
付けることが可能である。たとえば、ユーザが画像の関心部分または関心箇所を（たとえ
ば、前述のように）選択し、ディクテーションデータを（たとえば、音声下言語を発する
ことにより）入力した場合、情報管理システム２３０は、そのディクテーションデータを
画像の関心部分と関連付けたり、リンクしたりすることが可能である。たとえば、本発明
の一実施形態を用いる放射線専門医が、Ｘ線画像の関心範囲を選択し、その範囲に関する
メモを音声下言語で口述することが可能である。別の例として、ユーザが、ディクテーシ
ョンデータを提供し、そのディクテーションデータに関連付けられるべき関心部分を選択
することが可能である。
【００４２】
　図３は、本発明の一実施形態に従って使用される音声コマンドシステム３００を示す。
システム３００は、音声下処理装置３１０および情報管理システム３３０を含む。情報管
理システム３３０は、音声下処理装置３１０と通信している。
【００４３】
　音声下処理装置３１０は、たとえば、音声下入力装置および／またはインパルス処理コ
ンポーネントを含むことが可能である。音声下入力装置は、前述の音声下入力装置２１０
と同等であってよい。インパルス処理コンポーネントは、前述のインパルス処理コンポー
ネント２２０と同等であってよい。音声下処理装置３１０は、たとえば、音声下センサを
含むことが可能である。音声下センサは、前述の音声下センサ１２０と同等であってよい
。音声下処理装置３１０は、神経インパルスセンサを含むことが可能である。神経インパ
ルスセンサは、たとえば、ユーザの神経インパルスを検知することが可能である。
【００４４】
　音声下処理装置３１０は、ユーザからの不可聴入力を取得することが可能であってよい
。不可聴入力は、たとえば、前述の音声下言語を含んでよい。音声下処理装置３１０は、
ユーザからの可聴入力を取得することが可能であってよい。可聴入力は、たとえば、声に
出して話される言語を含んでよい。
【００４５】
　情報管理システム３３０は、前述の情報管理システム２３０と同等であってよい。情報
管理システム３３０は、たとえば、コマンドを受け取ることが可能であってよい。コマン
ドは、音声下処理装置３１０から送られることが可能である。情報管理システム３３０は
、たとえば、コマンドを処理することが可能であってよい。たとえば、情報管理システム
３３０は、音声下処理装置３１０から受け取ったディクテーションデータを保存すること
が可能である。
【００４６】
　稼働時には、音声下処理装置３１０は、ユーザからの不可聴入力を取得することが可能
である。音声下処理装置３１０は、ユーザからの可聴入力を取得することが可能である。
【００４７】
　音声下処理装置３１０は、コマンドを生成することが可能である。音声下処理装置３１
０は、コマンドを情報管理システム３３０に伝達することが可能である。コマンドは、た
とえば、取得された不可聴入力および／または取得された可聴入力に、少なくとも部分的
に基づくことが可能である。コマンドは、たとえば、ディクテーションデータおよび／ま
たは制御コマンドであってよい。たとえば、音声下処理装置３１０は、ユーザから取得さ
れた可聴入力に基づいてディクテーションデータを生成することが可能である。
【００４８】
　情報管理システム３３０は、たとえば、音声下処理装置３１０からのコマンドを処理し
たり、受領確認したり、保存したり、かつ／またはコマンドに応答したりすることが可能
である。たとえば、情報管理システム３３０は、音声下処理装置３１０からのディクテー
ションデータを保存することが可能である。
【００４９】
　一実施形態では、音声下処理装置３１０は、不可聴入力および／または可聴入力に、少
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なくとも部分的に基づいて、コマンドを生成することが可能である。たとえば、音声下処
理装置３１０は、ユーザからの不可聴入力に少なくとも部分的に基づいて、制御コマンド
を生成することが可能である。別の例として、音声下処理装置３１０は、不可聴入力およ
び可聴入力の両方を組み合わせること、および／または相互に関連付けることに、少なく
とも部分的に基づいて、ディクテーションデータを生成することが可能である。
【００５０】
　一実施形態では、音声下処理装置３１０によって生成されるコマンドは、周囲ノイズレ
ベルに、少なくとも部分的に基づくことが可能である。すなわち、音声下処理装置３１０
は、コマンド生成時には、周囲ノイズレベルを考慮することが可能である。たとえば、可
聴入力および／または不可聴入力を処理してコマンドを生成する際に、周囲ノイズレベル
を考慮することが可能である。別の例として、音声下処理装置３１０は、周囲ノイズレベ
ルが、可聴入力に過大なノイズをもたらしうるレベルである場合に、不可聴入力に基づい
て、かつ／または、可聴入力より不可聴入力を優先して、コマンドを生成することが可能
である。
【００５１】
　一実施形態では、音声下処理装置３１０は、可聴入力および／または不可聴入力に対し
て音声認識処理を実行することが可能である。音声下処理装置３１０は、可聴入力および
／または不可聴入力に対して実行された音声認識処理の結果に、少なくとも部分的に基づ
いて、コマンドを生成することが可能である。たとえば、音声下処理装置は、不可聴入力
に対して実行された音声認識処理の結果に、少なくとも部分的に基づいて、情報管理シス
テム３３０へのディクテーションデータコマンドを生成することが可能である。
【００５２】
　図４は、本発明の一実施形態による、臨床環境のワークフローを容易にする方法４００
を示す。方法４００は、以下のステップを含み、これらについては、後で詳述される。ま
ず、ステップ４１０で、神経信号データを取得する。次に、ステップ４２０で、神経信号
データをセンサデータに関連付ける。次に、ステップ４３０で、センサデータを処理する
。前述のシステムの各要素を参照しながら方法４００を説明するが、他の実装も可能であ
ることを理解されたい。
【００５３】
　まず、ステップ４１０で、神経信号データを取得する。神経信号データは、たとえば、
音声下センサ、音声下入力器具、音声下入力装置、および／または音声下処理装置３１０
から取得されることが可能である。音声下センサは、たとえば、前述の音声下センサ１２
０と同等であってよい。音声下入力器具は、たとえば、前述の音声下入力器具１００と同
等であってよい。音声下入力装置は、たとえば、前述の音声下入力装置２１０と同等であ
ってよい。音声下処理装置は、たとえば、前述の音声下処理装置３１０と同等であってよ
い。一実施形態では、神経信号データは、データストレージ装置から取得されることが可
能である。データストレージ装置は、たとえば、前述の情報管理システム２３０、３３０
と同等の情報管理システムの一部であってよい。
【００５４】
　次に、ステップ４２０で、神経信号データをセンサデータに関連付ける。一実施形態で
は、神経信号処理コンポーネントが、神経信号データをセンサデータに関連付ける。神経
信号処理コンポーネントは、たとえば、音声下入力装置２１０、インパルス処理コンポー
ネント２２０、および／または音声下処理装置３１０の一部であってよく、それらを含ん
でよく、かつ／または、それらと同等であってよい。神経信号データは、たとえば、前述
のニューラルネットと同等のニューラルネットを用いて関連付けられることが可能である
。
【００５５】
　次に、ステップ４３０で、センサデータを処理する。センサデータは、前述の情報管理
システム２３０または情報管理システム３３０と同等の情報管理システムによって処理さ
れることが可能である。センサデータは、たとえば、前述のニューラルネットと同等のニ
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ューラルネットによって処理されることが可能である。一実施形態では、処理は、センサ
データに対する音声認識を実行することを含んでよい。たとえば、音声認識ソフトウェア
を用いて、センサデータをディクテーションデータおよび／またはコマンドに変換するこ
とが可能である。
【００５６】
　一実施形態では、神経信号データに対して音声認識を実行する。たとえば、音声認識ソ
フトウェアを用いて、神経信号データをディクテーションデータおよび／またはコマンド
に変換することが可能である。
【００５７】
　一実施形態では、ユーザが声に出して話した可聴データが取得される。可聴データは、
たとえば、音声下入力装置２１０、音声下処理装置３１０、または音声下センサ１２０を
用いて取得されることが可能である。音声下入力装置、音声下処理装置、またはセンサと
しては、たとえば、可聴データを取得するマイクが考えられる。
【００５８】
　一実施形態では、可聴データに対して音声認識を実行することが可能である。たとえば
、音声認識ソフトウェアを用いて、可聴データをディクテーションデータおよび／または
コマンドに変換することが可能である。
【００５９】
　一実施形態では、可聴データに少なくとも部分的に基づいて、神経信号データをセンサ
データに関連付けることが可能である。たとえば、可聴データは、神経信号データをセン
サデータに関連付けることを支援する付加的コンテキスト情報を提供することが可能であ
る。たとえば、取得された神経信号データにノイズがあると、神経信号データのセンサデ
ータへの関連付けの精度が低下する可能性がある。しかしながら、神経信号データに加え
てユーザから取得された可聴データにより、神経信号データをセンサデータに適正に関連
付けることを可能にすることができる。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施形態では、前述のステップのうちの１つ以上を省略すること、
および／またはそれらのステップを前述の順序と異なる順序で実行することが可能である
。たとえば、本発明のいくつかの実施形態では、いくつかのステップを実行しなくてもよ
い。別の例として、いくつかのステップを、前述と異なる（同時を含む）時間的順序で実
行することが可能である。
【００６１】
　したがって、本発明のいくつかの実施形態は、反復動作損傷を最小限に抑えるために、
反復動作を減らすシステムおよび方法を提供する。本発明のいくつかの実施形態は、ノイ
ズが大きい臨床または医療の環境で動作するシステムおよび方法を提供する。本発明のい
くつかの実施形態は、臨床または医療の環境における、ユーザと情報管理システムとの対
話、およびワークフローを改善する。
【００６２】
　いくつかの実施形態を参照しながら本発明を説明してきたが、当業者であれば、本発明
の範囲から逸脱することなく、様々な変更が可能であること、および等価物への置き換え
が可能であることを理解されよう。さらに、本発明の範囲から逸脱することなく、個々の
状況または材料に適合するための様々な修正を本発明の教示に加えることが可能である。
したがって、本発明は、開示された特定の実施形態に限定されず、添付の特許請求項の範
囲に含まれるすべての実施形態を包含するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の一実施形態に従って使用される音声下入力器具を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に従って使用される医療ワークフローシステムを示す図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態に従って使用される音声コマンドシステムを示す図である。
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【図４】本発明の一実施形態による、臨床環境のワークフローを容易にする方法を示す図
である。

【図１】 【図２】
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